
地方公営企業法施行令 
（繰延収益として整理する補助金等）  
第二十六条  減価償却を行うべき固定資産（固定資産のうち、土地、立木その他総務省

令で定めるもの以外のものをいう。）の取得又は改良に充てるための補助金、負担金そ

の他これらに類するもの（次項において「補助金等」という。）の交付を受けた場合に

おいては、その交付を受けた金額に相当する額を、繰延収益として整理しなければなら

ない。  
２  前項の繰延収益は、補助金等により取得し又は改良した固定資産の減価償却又は除

却を行う際に、当該固定資産の減価償却費又は残存価額に相当する額に当該固定資産の

減価償却又は除却を行う日の直前における当該固定資産の帳簿価額に対する同日の直

前における当該固定資産に係る繰延収益の額の割合を乗じて得た額を償却しなければ

ならない。  
 
改正附則（平成 24 年 1 月 27 日政令第 20 号） 
第四条 最初適用事業年度の前事業年度の末日において新令第二十六条第一項に規定す

る補助金等の金額に相当する額で現に資本剰余金として整理されているもののうち、同

項に規定する繰延収益として整理すべき額として総務省令で定めるところにより算定

した額については、最初適用事業年度の初日において、繰延収益として整理するものと

する。 
 
 
地方公営企業法施行規則 
   第六章 長期前受金  
（長期前受金）  
第二十一条  償却資産の取得又は改良に充てるための補助金、負担金その他これらに類

するもの（以下この条において「補助金等」という。）をもつて償却資産を取得し又は

改良した場合においては、当該補助金等の額を長期前受金勘定に整理するものとする。  
２  長期前受金は、地方公営企業法施行令 （昭和二十七年政令第四百三号。以下「令」

という。）第二十六条第二項 に定める場合のほか、補助金等により取得し又は改良した

償却資産の帳簿価額を第八条第三項第二号の規定により減額する場合において、当該償

却資産の帳簿価額を減額した額に相当する額に減額する日の直前における当該償却資

産の帳簿価額に対する同日の直前における当該償却資産に係る長期前受金の額の割合

を乗じて得た額を償却しなければならない。これらの場合において、当該償却した額に

相当する額が、償却資産の減価償却又は除却に伴うものであるときは当該事業年度の営

業外収益として、第八条第三項第二号の規定による償却資産の帳簿価額の減額に伴うも

のであるときは当該事業年度の特別利益として整理するものとする。  
３  企業債（償却資産の取得又は改良に充てるために起こした企業債に限る。）の元金の

償還に要する資金に充てるため、一般会計又は他の特別会計から繰入れを行つた場合に

おいては、当該繰入金の額について、前二項に規定する補助金等の例により整理するも

のとする。ただし、各事業年度における当該償却資産の減価償却額と当該一般会計又は
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他の特別会計からの繰入金の額との差額が重要でないときは、この限りでない。  

４  令第二十六条第一項 の総務省令で定めるものは、建設仮勘定とする。 

 

地方公営企業法施行規則改正附則（平成二四年一月二七日総務省令第六号） 

（旧みなし償却規定の削除に伴う経過措置） 

第六条  一部改正政令附則第四条の総務省令で定めるところにより算定した額は、新令第二

十六条第一項の補助金等（以下この条において「補助金等」という。）の交付を受けた償却資

産の最初適用事業年度の前事業年度の末日における帳簿価額（第一条の規定による改正

前の地方公営企業法施行規則第八条第四項又は第九条第三項の規定（以下「旧みなし償却

規定」という。）を適用して減価償却を行っていた場合には、帳簿原価から同日以前に旧みな

し償却規定を適用しなかったとしたならば行っていた減価償却累計額を控除して得た額）に

相当する額に当該償却資産の取得に要した金額に相当する額及び改良費の額に相当する

額の合算額に対するこれらの費用に充てられた補助金等の金額の割合を乗じて得た額とす

る。  

２  最初適用事業年度の前事業年度の末日以前に旧みなし償却規定を適用して減価償却を

行っていた償却資産については、同日以前に旧みなし償却規定を適用しなかったとしたなら

ば行っていた減価償却累計額から既に行った減価償却累計額を控除して得た額（次項にお

いて「取崩し額」という。）を最初適用事業年度の初日において帳簿価額から減額し、同額を

資本剰余金から減額するものとする。  

３  前項の規定により資本剰余金から減額する場合において、取崩し額から資本剰余金の額

を控除して得た額が零を超える場合は、当該超える額は、利益剰余金の額から減額するも

のとする。  

４  最初適用事業年度の前事業年度の末日以前に旧みなし償却規定を適用しないで減価償

却を行っていた償却資産については、減価償却累計額から同日以前に旧みなし償却規定を

適用したならば行っていた減価償却累計額を控除して得た額（次項において「振替え額」とい

う。）を資本剰余金から利益剰余金に振り替えるものとする。  

５  前項の規定により資本剰余金から利益剰余金に振り替える場合において、振替え額から

資本剰余金の額を控除して得た額が零を超える場合は、当該超える額は、振り替えないも

のとする。  

６  最初適用事業年度の前事業年度の末日において現に資本剰余金に整理されている補助

金等の額のうち、企業債（償却資産の取得又は改良に充てるために起こした企業債に限る。）

の元金の償還に要する資金に充てるため、一般会計又は他の特別会計から行った繰入金

の額に相当する額は、前五項の補助金等の例により整理するものとする。ただし、最初適用

事業年度以降の各事業年度における当該償却資産の減価償却額と当該減価償却額に応じ

て償却される当該繰入金に相当する長期前受金の額との差額が重要でないときは、この限

りでない。  

７  最初適用事業年度の前事業年度の末日において現に資本剰余金として整理されている補

助金等の額に相当する額について、前六項の規定により難い特別の事情がある場合は、前

六項の規定にかかわらず、総務大臣の定めるところにより整理するものとする。  
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８  前項の規定により整理した補助金等により取得し又は改良した償却資産の減価償却の方

法については、総務大臣の定めるところにより行うものとする。  

 

  

 

 


